
議題（３） その他 （次期計画策定スケジュール（案）について） 

 第４次消費者基本計画等については、令和７年度に終期を迎えるため、令和７年度中に次期計画を策定する必要がある。 

 策定スケジュールについては、次のとおり予定しており、審議会及び部会委員の皆さまにはご協力をお願いいたします。 
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